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議案番号 件名及び内容 議決年月日 議決の結果

同意第３号 教育委員会委員の任命について
◆教育委員会委員として、吉田喜久雄氏を再任することに同意。

26 年 9月 5日 同意

報告第７号 平成２５年度健全化判断比率の報告について
◆代表監査委員、日根啓一氏から財政健全化法に基づく審査結果
について、財政がきわめて健全な自治体であると報告。

26 年 9月 5日 報告済

報告第８号 平成２５年度資金不足比率の報告について
◆代表監査委員、日根啓一氏から財政健全化法に基づく審査結果
について、資金の不足額はなく良好であると報告。

26 年 9月 5日 報告済

議案第３７号 松茂町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
める条例
◆放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を制定。

26 年 9月 19 日 原案可決

議案第３８号 松茂町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例
◆家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を制定。

26 年 9月 19 日 原案可決

議案第３９号 松茂町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例
◆特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基
準を制定。

26 年 9月 19 日 原案可決

議案第４０号 平成２６年度松茂町一般会計補正予算（第２号）
◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 25,791,000 円
を追加し、総額を 5,490,998,000 円とする。
　歳入では、平成 25 年度各種事業確定による返納金、前年度繰越
金等の増額補正。歳出では、財産管理費等の増額補正。

26 年 9月 19 日 原案可決

議案第４１号 平成２６年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 27,866,000 円
を追加し、総額を 1,641,059,000 円とする。
　歳入では、退職者医療費交付金及び前年度繰越金等の増額補正。
歳出では、退職者等療養給付費及び平成 25 年度精算による返還金
等を増額補正。

26 年 9月 19 日 原案可決

議案第４２号 平成２６年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第１号）
◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 6,593,000 円を
追加し、総額を 1,016,668,000 円とする。
　歳入では、前年度繰越金等の増額補正。歳出では、平成 25 年度
精算による返還金等を増額補正。

26 年 9月 19 日 原案可決

議案第４３号 平成２６年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 1,479,000 円を
追加し、総額を 157,367,000 円とする。
　歳入では、前年度繰越金の増額補正。歳出では、平成 25 年度精
算による返還金を増額補正。

26 年 9月 19 日 原案可決

議決の結果及び内容（詳しくは会議録をご覧下さい。図書館にあります。）
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議案番号 件名及び内容 議決年月日 議決の結果

議案第４４号 平成２６年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１号）
◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 3,123,000 円を
追加し、総額を 14,703,000 円とする。
　歳入では、前年度繰越金の増額補正。歳出では、長原渡船管理
費等を増額補正。

26 年 9月 19 日 原案可決

議案第４５号 平成２６年度松茂町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）
◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 413,000 円を
追加し、総額を 104,855,000 円とする。
　歳入では、前年度繰越金の増額補正。歳出では、平成 25 年度精
算による返還金を増額補正。

26 年 9月 19 日 原案可決

議案第４６号 平成２６年度松茂町公共下水道特別会計補正予算（第１号）
◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 2,886,000 円を
追加し、総額を 590,533,000 円とする。
　歳入では、前年度繰越金等の増額補正。歳出では、平成 25 年度
精算による返還金等を増額補正。

26 年 9月 19 日 原案可決

認定第１号 平成２５年度松茂町一般会計歳入歳出決算認定 26 年 9 月 19 日 認定

認定第２号 平成２５年度松茂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 26 年 9 月 19 日 認定

認定第３号 平成２５年度松茂町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 26 年 9 月 19 日 認定

認定第４号 平成２５年度松茂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 26 年 9 月 19 日 認定

認定第５号 平成２５年度松茂町長原渡船運行特別会計歳入歳出決算認定 26 年 9 月 19 日 認定

認定第６号 平成２５年度松茂町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定 26 年 9 月 19 日 認定

認定第７号 平成２５年度松茂町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定 26 年 9 月 19 日 認定

認定第８号 平成２５年度松茂町水道特別会計決算認定 26 年 9 月 19 日 認定

委員会の閉会中の継続調査について
◆総務常任委員会、産業建設常任委員会、教育民生常任委員会、
議会運営委員会、広報特別委員会及び地震・津波対策特別委員会
は継続調査を行う。

26 年 9月 19 日 原案可決

追加議案
議案第４７号 平成２６年度松茂町一般会計補正予算（第３号）

◆既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 4,023,000 円を
追加し、総額を 5,495,021,000 円とする。
　平成２６年９月１８日付けで板野東部消防組合消防救急無線の
デジタル化事業が、総務省の補助事業として採択。本年度での実
施が確定したため、歳出の消防費において板野東部消防組合分担
金を増額補正。

26 年 9月 19 日 原案可決
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■
一
般
質
問
議
員
一
覧

春
藤
　
康
雄 

議
員

一
森
　
康
雄 

議
員

佐
藤
　
富
男 

議
員

春
藤 

康
雄 

議
員

1　   

環
境
美
化
の
推
進
と

 

景
観
の
保
全
に
つ
い
て

　
最
近
、
私
が
自
転
車
や
自
動
車
を
運

転
し
て
い
る
と
、
道
路
の
分
離
帯
や

路
肩
に
空
き
缶
・
空
き
瓶
、
た
ば
こ
の
吸

殻
等
の
ご
み
を
よ
く
目
に
す
る
。
町
に
は

空
港
や
高
速
道
路
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
も

あ
り
、
い
わ
ば
県
の
玄
関
口
で
あ
り
、
町
を

訪
れ
た
方
々
に
、
本
当
に
き
れ
い
な
町
だ
な

と
い
う
印
象
を
与
え
て
い
く
の
も
重
要
課

題
の
一
つ
だ
と
思
う
。

　
町
に
は
環
境
美
化
・
保
全
に
関
す
る
条
例

（
環
境
基
本
条
例
）
が
あ
り
、
こ
れ
に
基

づ
き
町
当
局
だ
け
で
は
な
く
、
町
民
の
方
々

も
環
境
美
化
・
保
全
に
努
め
て
い
る
こ
と

は
理
解
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

に
し
て
い
る
の
か
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
伺

い
た
い
。

Q

　
本
年
の
第
三
回
目
の
定
例
会
が
九
月
五
日
か
ら
十
九
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
二
日
目
に
当
た
る
九
月
十
日
に
は
一
般
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
は
期
せ
ず
し
て
、
各
議
員
か
ら
町
の
環
境
美
化
に
関
す
る
質
問
が
出
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
松
茂
町
が
本
当
に
美
し
く
、
清
潔
で
、
暮
ら
し
や
す
い
町

に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
町
議
会
と
し
て
の
思
い
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
の
思
い
に
沿
う
よ
う
に
、
町
当
局
か
ら
も
適
切
か
つ
積
極
的
な
回
答

を
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
が
聞
き
た
い
！

町
政
に
対
す
る
一
般
質
問

（
１
）
環
境
基
本
条
例
に
基
づ
く
良
好
な
景

観
の
形
成
及
び
環
境
美
化
の
促
進
と
し

て
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
き

た
か
。

（
２
）
石
井
町
で
は
、
空
き
地
・
空
き
家
対

策
と
し
て
、
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書

を
送
付
す
る
際
、
四
国
外
在
住
者
に
は
、

土
地
・
家
屋
の
良
好
な
管
理
を
お
願
い

す
る
文
書
を
同
封
し
て
い
る
と
の
こ
と

だ
が
、
町
も
こ
れ
を
参
考
に
、
町
外
在

住
者
に
、
お
願
い
の
文
書
を
同
封
し
て

は
ど
う
か
。

（
３
）
町
内
の
主
要
幹
線
道
路
で
あ
る
国
道

十
一
号
線
、
二
十
八
号
線
、
県
道
空
港
線

に
つ
い
て
、
特
定
美
観
地
域
、
す
な
わ

ち
空
き
缶
・
空
き
瓶
、
吸
殻
等
の
散
乱

を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
と
し
て

指
定
し
て
は
ど
う
か
。

（
４
）
結
局
の
と
こ
ろ
、
ご
み
の
ポ
イ
捨
て

が
な
く
な
る
た
め
に
は
、
利
用
者
の
モ

ラ
ル
が
向
上
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
が
、

モ
ラ
ル
向
上
策
に
つ
い
て
町
は
ど
う
取

り
組
む
か
。
町
の
美
観
形
成
・
維
持
の

た
め
に
は
、
ま
ず
は
ご
み
の
発
生
場
所

を
突
き
と
め
、
ご
み
箱
を
設
置
し
た
り
、

ご
み
持
ち
帰
り
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
う
な

ど
、
今
後
、
新
た
な
取
り
組
み
を
適
切

に
実
施
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
１
）
良
好
な
景
観
の
形
成
及
び
環
境
美
化
の

促
進
等
に
関
す
る
町
の
取
り
組
み
は
、
歴

史
的
文
化
財
の
保
全
も
含
め
、
各
種
法
令

に
従
い
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
町
に
は
「
あ

き
地
等
の
環
境
保
持
に
関
す
る
条
例
」（
い

わ
ゆ
る
草
刈
り
条
例
）
が
あ
り
、
空
き
地

の
適
正
管
理
の
周
知
、
不
法
投
棄
禁
止
の

立
て
看
板
の
設
置
、
職
員
等
に
よ
る
環
境

パ
ト
ロ
ー
ル
、
清
掃
員
に
よ
る
清
掃
、
あ

る
い
は
自
治
会
の
皆
様
と
協
力
し
て
の
町

内
一
斉
清
掃
等
、
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

（
２
）
現
在
、
空
き
地
に
お
い
て
雑
草
が
生
い

茂
る
等
の
管
理
不
良
な
状
態
で
あ
る
こ
と

を
近
隣
住
民
の
方
か
ら
の
情
報
提
供
や
環

境
パ
ト
ロ
ー
ル
で
発
見
し
た
場
合
に
は
、

職
員
が
確
認
の
上
、
必
要
が
あ
る
と
判
断

し
た
と
き
、
右
の
い
わ
ゆ
る
草
刈
り
条
例

に
基
づ
き
、
個
別
に
所
有
者
の
方
に
郵
送

で
通
知
し
、
対
応
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
現
在
で
も
、
こ
の
方
策
で
あ
る
程
度

効
果
が
見
ら
れ
ま
す
。
今
後
も
こ
の
方
策

を
継
続
し
、
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書

へ
の
文
書
の
同
封
は
予
定
し
て
お
り
ま
せ

ん
。

（
３
）
現
在
の
と
こ
ろ
、
議
員
ご
指
摘
の
路
線

等
に
つ
い
て
環
境
美
観
地
域
の
指
定
は
考

え
て
お
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
町
内

A
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全
域
で
企
業
や
団
体
の
方
々
に
よ
る
自
主

的
清
掃
活
動
が
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る

上
、
国
道
・
県
道
の
ご
み
の
散
乱
が
発

見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
国
・
県
に
速
や
か

な
清
掃
を
要
望
し
て
お
り
、
ま
た
町
道
で

は
清
掃
員
を
は
じ
め
、
職
員
が
速
や
か

に
清
掃
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
当
面
は
こ

れ
で
対
応
で
き
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で

す
。

（
４
）
議
員
が
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
ご
み
の

ポ
イ
捨
て
が
な
く
な
る
た
め
に
は
、
利
用

者
の
モ
ラ
ル
向
上
が
不
可
欠
で
す
。
ち
な

み
に
町
と
し
て
は
、
町
外
か
ら
町
を
訪
れ

る
方
々
に
よ
る
、
道
路
へ
の
ご
み
の
ポ
イ

捨
て
が
目
立
つ
と
見
て
い
ま
す
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
モ
ラ
ル
向
上
策
と
し
て
は
、

や
は
り
地
道
な
啓
発
活
動
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
今
後
は
、
各
種
団
体
の
会
合
の

場
で
の
チ
ラ
シ
配
布
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

で
、
さ
ら
な
る
啓
発
活
動
の
実
施
と
適

切
な
場
所
へ
の
不
法
投
棄
禁
止
の
立
て
看

板
の
設
置
を
積
極
的
に
進
め
、
利
用
者
の

モ
ラ
ル
向
上
を
促
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

一
森 

康
雄 

議
員

1　  

松
茂
農
協
の
合
併
に

 

つ
い
て

　
昭
和
二
十
三
年
に
発
足
以
来
、
町
の

農
業
を
支
え
て
き
た
Ｊ
Ａ
松
茂
が
、

来
年
四
月
に
鳴
門
市
の
Ｊ
Ａ
大
津
と
合
併

す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
今
ま
で
県
内
の

農
協
で
は
合
併
が
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、

今
回
の
よ
う
に
行
政
区
域
を
ま
た
い
で
の

合
併
は
あ
ま
り
前
例
が
な
い
。
そ
こ
で
以

下
の
点
に
つ
い
て
尋
ね
た
い
。

（
１
）
町
は
こ
の
合
併
を
ど
の
よ
う
に
理
解

し
て
い
る
か
。

（
２
）
現
在
、
Ｊ
Ａ
松
茂
へ
の
補
助
金
は
ど

の
程
度
あ
る
の
か
。

（
３
）
Ｊ
Ａ
松
茂
に
対
す
る
町
の
預
金
の
状

況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

（
４
）
Ｊ
Ａ
松
茂
に
対
す
る
町
税
、
上
下
水
道

の
優
遇
措
置
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

（
５
）
町
と
し
て
、
合
併
後
の
取
り
組
み
を

ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
。
例
え
ば
合
併

を
機
会
に
、
Ｊ
Ａ
松
茂
で
は
町
内
に
新

し
い
選
果
場
を
設
置
す
る
話
が
出
て
い

る
が
、
こ
れ
に
ど
う
対
処
し
て
い
く
か
。

（
１
）
現
在
、
Ｊ
Ａ
松
茂
の
経
営
は
、
農
産

品
の
売
上
の
減
少
、
農
家
所
得
の
減
少
に

よ
る
預
金
額
の
減
少
と
厳
し
い
状
況
に
あ

る
中
、
こ
の
合
併
に
よ
り
、
町
の
特
産
品

（
甘
し
ょ
、
レ
ン
コ
ン
、
梨
）
の
販
売
額

は
県
内
一
位
、
全
国
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

に
な
り
、
ブ
ラ
ン
ド
力
も
強
化
さ
れ
る
な

ど
、
町
の
農
業
振
興
に
大
き
く
寄
与
す

る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
平
成
二
十
五
年
度
の
Ｊ
Ａ
松
茂
へ
の
補

助
金
額
は
、
県
と
町
か
ら
合
わ
せ
て
約

四
百
万
円
で
す
。

（
３
）
現
在
、
Ｊ
Ａ
松
茂
へ
の
町
の
預
金
額
は

約
九
億
四
千
万
円
で
す
。

（
４
）
町
税
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
の
優

遇
措
置
が
あ
り
ま
す
。
上
下
水
道
に
つ
い

て
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。

（
５
）
合
併
後
の
町
と
し
て
の
取
り
組
み
、
特

に
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
町
は
県

内
他
市
町
村
に
比
べ
、
厚
く
農
業
に
は
支

援
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け

そ
の
枠
を
維
持
し
た
い
と
は
思
っ
て
い
ま
す

が
、
今
後
、
補
助
金
の
内
容
に
つ
い
て
は

鳴
門
市
、
新
し
い
Ｊ
Ａ
と
町
の
三
者
で
協

議
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
新
し
い

選
果
場
に
つ
い
て
も
、
現
在
は
町
に
正
式

な
話
は
聞
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
同
様
に
対

応
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

2 

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

　
全
国
的
に
空
き
家
が
増
え
、
景
観

の
悪
化
、
防
犯
上
の
問
題
、
老
朽

化
に
よ
る
倒
壊
の
恐
れ
、
災
害
時
の
支

障
（
崩
壊
に
よ
り
避
難
路
を
ふ
さ
ぐ
）
と

い
っ
た
地
域
で
の
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
。

総
務
省
の
調
査
で
は
、
全
国
の
空
き
家

戸
数
は
三
百
十
八
万
戸
、
住
宅
総
数
の
約

一
三・五
％
で
、
前
回
調
査
よ
り
一・七
％
上

昇
し
て
い
る
。県
内
で
は
一
七・六
％
と
な
っ

て
い
る
。

　
空
き
家
が
増
え
て
い
る
一
因
と
し
て
、
税

金
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
空
き
家

と
な
っ
て
も
家
屋
が
建
っ
て
い
る
限
り
、
固

定
資
産
税
の
優
遇
措
置
が
受
け
ら
れ
る
が
、

こ
れ
を
撤
去
す
る
と
優
遇
措
置
が
な
く
な

り
、
税
金
が
高
く
な
る
の
で
、
放
置
さ
れ

た
ま
ま
、
空
き
家
に
な
っ
て
し
ま
う
と
。
国

も
こ
れ
を
受
け
、
税
制
の
見
直
し
に
着
手

し
て
い
る
と
聞
く
が
、
こ
れ
に
は
時
間
も

か
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
地
震
や
津
波

な
ど
の
災
害
は
い
つ
起
こ
る
か
、
わ
か
ら
な

い
。
災
害
時
、
町
か
ら
一
人
の
犠
牲
者
も
出
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さ
な
い
た
め
に
も
、
避
難
路
を
ふ
さ
ぐ
恐

れ
が
あ
る
家
屋
の
撤
去
を
は
じ
め
と
し
た
、

空
き
家
の
適
正
管
理
に
つ
い
て
、
早
急
に
町

と
し
て
対
応
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
た

め
に
全
国
の
自
治
体
で
制
定
さ
れ
て
い
る

空
き
家
適
正
管
理
条
例
を
参
考
に
、
町
で

も
条
例
を
制
定
し
て
は
ど
う
か
。

　

ち
な
み
に
空
き
家
に
関
し
て
町
の
現
状

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
も
あ
わ
せ
て
尋

ね
た
い
。

　
町
内
の
空
き
家
軒
数
に
つ
い
て
、
町

と
し
て
は
正
確
に
は
把
握
し
て
お
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
住
民
か
ら
の
情
報
提
供

等
で
、
草
刈
り
が
必
要
な
空
き
家
が
四
戸
、

侵
入
者
の
あ
る
空
き
家
が
一
戸
、
倒
壊
の
恐

れ
が
あ
り
、
災
害
時
に
避
難
路
を
ふ
さ
ぐ
可

能
性
が
あ
る
空
き
家
は
二
戸
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
速
や
か
に
空
き
家
の
適
正
管
理

に
つ
い
て
条
例
を
制
定
し
て
は
ど
う
か
と
い

う
ご
提
案
で
す
が
、
現
在
、
管
理
が
不
完

全
な
状
態
に
あ
る
空
き
家
に
つ
い
て
情
報
提

供
が
あ
っ
た
時
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
が

所
有
者
や
関
係
者
の
方
に
連
絡
し
、
速
や
か

な
対
応
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
対

処
す
べ
き
空
き
家
は
ま
だ
少
な
く
、
個
別
に

職
員
が
対
応
で
き
る
範
囲
で
す
の
で
、
当
面
、

条
例
の
制
定
ま
で
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
特
に
倒
壊
し
避
難
路
を
ふ
さ
ぐ
可
能

性
が
あ
る
空
き
家
の
撤
去
に
つ
い
て
は
、
国

の
補
助
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
有
効
な
手

段
だ
と
考
え
ま
す
の
で
、
国
の
税
制
度
の
動

向
を
見
守
り
な
が
ら
、
こ
の
補
助
制
度
の
策

定
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

佐
藤 

富
男 

議
員

1　  

迷
惑
防
止
条
例
の

 

制
定
に
つ
い
て

　
私
も
犬
を
飼
っ
て
い
て
、
毎
朝
、
散

歩
に
連
れ
て
い
っ
て
い
る
が
、
犬
や

猫
の
糞
が
放
置
さ
れ
て
い
る
の
を
よ
く
見

か
け
る
。
ひ
ど
い
と
き
に
は
「
犬
に
糞
を

さ
せ
な
い
で
。
松
茂
町
」
と
い
う
立
て
看

板
の
根
も
と
に
糞
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合

が
あ
る
。
私
個
人
と
し
て
も
、
散
歩
の
折
、

他
人
の
犬
の
糞
ま
で
持
ち
帰
り
、
い
ず
れ
、

そ
こ
に
糞
を
残
し
た
飼
い
主
の
方
に
気
づ

い
て
も
ら
お
う
と
し
て
き
た
が
、
効
果
が

見
ら
れ
な
い
。

　
ペ
ッ
ト
に
関
し
て
は
国
で
は
法
律
、
県
で

は
条
例
で
、
飼
い
主
に
対
し
て
、
他
人
に

迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
飼
う
こ
と
を
義

務
づ
け
て
い
る
が
、
飼
い
主
の
モ
ラ
ル
が

低
下
し
て
い
て
、
右
の
よ
う
な
悲
し
い
状

況
に
あ
る
。
ま
た
犬
・
猫
の
糞
は
風
雨
に

さ
ら
さ
れ
、
や
が
て
飛
散
し
て
、
公
園
等

で
遊
ぶ
児
童
の
健
康
に
被
害
を
も
た
ら
す

か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
町
も
、
飼
い
主

の
モ
ラ
ル
向
上
策
を
図
る
と
と
も
に
、
全

国
や
県
内
の
他
自
治
体
の
例
を
参
考
に
、

迷
惑
防
止
条
例
、
い
わ
ゆ
る
犬
・
猫
の
糞

害
防
止
条
例
を
制
定
し
て
は
ど
う
か
。

　

ま
た
、
立
て
看
板
に
つ
い
て
は
、
北
島

町
で
は
松
茂
町
よ
り
も
非
常
に
安
い
も
の

を
使
用
し
て
い
て
、
そ
れ
で
十
分
運
用
し

て
い
る
よ
う
だ
が
、
町
も
も
っ
と
安
価
な

立
て
看
板
に
し
て
は
ど
う
か
。ま
た
文
言
も

「
糞
を
さ
せ
な
い
で
」
で
は
な
く
て
、「
糞

は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
し
た
ほ
う
が

意
図
が
は
っ
き
り
伝
わ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ち
な
み
に
現
在
、
町
で
飼
わ
れ
て
い
る

犬
と
猫
の
頭
数
を
町
は
把
握
し
て
い
る
か
。

　
現
在
、
県
内
二
十
四
市
町
村
の
内
、

犬
・
猫
の
糞
害
防
止
条
例
を
制
定
し

て
い
る
の
は
十
一
市
町
村
あ
り
ま
す
が
、
罰

則
規
定
が
な
い
た
め
か
、
あ
ま
り
成
果
が
見

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
町
と
し
て
は
、

糞
の
始
末
の
件
も
含
め
て
、
ま
ず
は
飼
い
主

の
モ
ラ
ル
向
上
の
た
め
の
啓
蒙
普
及
活
動
に

力
を
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
具
体

的
に
は
、
現
在
も
行
っ
て
い
る
防
災
行
政
無

線
に
よ
る
呼
び
か
け
回
数
の
増
加
、
立
て
看

板
の
設
置
促
進
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
「
広
報

ま
つ
し
げ
」
へ
の
掲
載
を
し
て
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。
今
後
も
議
会
や
町
民
の
皆
様

の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
有
効
な
飼

い
主
の
モ
ラ
ル
向
上
策
を
模
索
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

立
て
看
板
の
費
用
・
文
言
に
関
し
て
は
、

議
員
の
ご
提
案
を
参
考
に
再
検
討
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
犬
の
頭
数
は
登
録
制
度
も
あ
る
の

で
把
握
し
て
い
ま
す
が
、
猫
に
つ
い
て
は
把

握
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

2 

空
き
地
の
管
理
に
つ
い
て 

　
既
に
同
僚
議
員
か
ら
も
指
摘
が
あ
っ

た
よ
う
に
、
全
国
的
に
空
き
地
・
空

き
家
の
増
加
が
社
会
問
題
化
し
て
い
る
。

町
に
は
空
き
地
等
の
環
境
保
持
に
関
す
る

条
例
が
あ
り
、
空
き
地
の
管
理
が
不
良
状

態
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
は
、
町
は
所

有
者
に
対
し
て
除
草
等
の
助
言
指
導
及
び

指
示
を
行
う
と
あ
る
。
同
僚
議
員
の
質
問

に
対
す
る
回
答
か
ら
も
、
町
は
そ
の
よ
う
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な
対
応
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
た

が
、具
体
的
な
効
果
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

　

ま
た
助
言
指
導
・
指
示
は
、
基
本
的

に
郵
送
で
行
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
町
外

在
住
の
所
有
者
は
と
も
か
く
、
町
内
在

住
の
方
に
は
、
面
談
の
上
、
助
言
指
導
・

指
示
を
行
っ
た
ほ
う
が
、
よ
り
効
果
が
上

が
る
の
で
は
な
い
か
。

　
条
例
に
基
づ
く
助
言
指
導
・
指
示

の
実
績
は
、
平
成
二
十
五
年
度
で

通
知
四
十
五
件
の
内
、
実
際
に
除
草
等
の

措
置
を
行
っ
た
の
は
十
三
件
と
な
っ
て
い
ま

す
。
今
年
度
に
つ
い
て
は
八
月
末
現
在
で
、

通
知
四
十
八
件
、
既
に
除
草
等
の
措
置
を

行
っ
た
の
は
十
九
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
町
内
の
環
境
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強

化
し
、
不
良
状
態
と
な
る
可
能
性
の
あ
る

空
き
地
の
発
見
に
努
め
、
そ
の
所
有
者
に

は
助
言
指
導
を
積
極
的
に
働
き
か
け
、
不

良
状
態
の
空
き
地
の
発
生
を
防
止
す
る
よ

う
に
努
め
ま
す
。

　

ま
た
、
面
談
の
上
、
助
言
指
導
し
て
は

ど
う
か
と
い
う
議
員
ご
提
案
の
件
に
つ
い
て

は
、
従
来
も
除
草
等
の
措
置
に
応
じ
て
い

た
だ
け
な
い
所
有
者
の
方
に
は
電
話
や
戸

別
訪
問
を
し
て
対
応
す
る
場
合
も
あ
り
ま

し
た
が
、
今
後
は
、
状
況
に
応
じ
て
、
よ

り
積
極
的
に
電
話
や
戸
別
訪
問
に
よ
る
助

言
指
導
に
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長
　
原
田
　
幹
夫

　
付
託
さ
れ
た
議
案
一
件
は
、
原
案
の
と
お

り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　
こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報
告
い

た
し
ま
す
。

　
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
二
千
五

百
七
十
九
万
一
千
円
を
追
加
し
、
補
正
後
の

総
額
を
五
十
四
億
九
千
九
十
九
万
八
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　
歳
入
に
お
い
て
、
総
務
費
国
庫
委
託
金
の

自
衛
官
募
集
事
務
委
託
金
で
十
万
円
の
増
額

補
正
は
、
町
内
に
二
基
あ
る
自
衛
官
募
集
の

看
板
が
老
朽
化
し
た
た
め
、
看
板
を
更
新
す

る
も
の
で
す
。
な
お
、
経
費
の
負
担
に
つ
い

て
は
、
全
額
国
庫
負
担
で
す
。

　
繰
越
金
で
千
九
百
五
十
七
万
七
千
円
の
増

額
補
正
は
、
こ
の
度
の
補
正
の
一
般
財
源
と

す
る
も
の
で
す
。

　
な
お
、
平
成
二
十
五
年
度
決
算
に
お
け
る

純
繰
越
金
は
、
六
千
百
八
十
四
万
五
千
円
で

あ
り
、
九
月
補
正
後
に
お
い
て
七
百
七
万
円

を
留
保
し
て
い
ま
す
。

　
歳
出
に
お
い
て
、
一
般
管
理
費
の
委
託
料

で
百
八
万
円
の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
八

年
一
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
利
用
開

始
に
伴
い
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
独
自
利
用
す

る
場
合
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
で
発
行
し
ま

す
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
独
自
利
用
す
る
場
合

に
は
、
条
例
改
正
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
施
行
に
伴
う

条
例
等
へ
の
影
響
や
条
例
案
作
成
の
支
援
業

務
を
委
託
す
る
も
の
で
す
。

　
財
産
管
理
費
の
委
託
料
で
千
百
十
万
円
の

増
額
補
正
は
、
建
築
基
準
法
の
改
正
に
伴

い
、
庁
舎
改
築
事
業
に
関
連
し
、
総
合
会
館

四
階
の
多
目
的
ホ
ー
ル
の
天
井
を
改
修
す
る

必
要
が
生
じ
た
た
め
、
実
施
設
計
を
行
う
も

の
で
す
。
工
事
請
負
費
で
百
八
十
五
万
円
の

増
額
補
正
は
、
長
原
小
学
校
に
隣
接
す
る
土

地
を
所
有
者
か
ら
無
償
で
寄
付
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
当
該
土
地
に
所
在
す
る
家
屋
を
解
体

し
、
整
地
す
る
も
の
で
す
。

　
税
務
総
務
費
の
償
還
金
利
子
及
び
割
引
料

で
百
五
十
万
円
の
増
額
補
正
は
、
町
税
過
誤

納
還
付
金
及
び
還
付
加
算
金
で
、
前
年
度
に

比
べ
還
付
金
額
が
増
大
し
た
た
め
で
す
。

○ 

主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

 

国
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
導
入
し
よ

う
と
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
費
用
は
全
額

国
が
負
担
す
べ
き
だ
と
思
う
が
、
国
の
補

助
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

Ａ　

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
シ
ス
テ
ム
構
築

に
つ
い
て
は
国
庫
補
助
が
あ
る
と
き
い
て

い
ま
す
が
、
全
額
国
費
は
難
し
い
と
思
わ

れ
ま
す
。

Ｑ　

 

庁
舎
用
の
備
品
購
入
費
の
補
正
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
を
購
入
す
る
の
か
、
庁
舎

改
築
に
併
せ
て
購
入
で
き
な
い
か
。

Ａ　

 

年
度
途
中
に
お
け
る
電
話
器
の
故
障
に

よ
る
機
器
購
入
の
対
応
や
人
事
異
動
や
老

朽
化
に
よ
る
椅
子
机
の
補
充
な
ど
現
時
点

で
必
要
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
す
。

Ｑ　

 

寄
付
さ
れ
る
土
地
の
利
用
は
ど
う
す
る

の
か
。

Ａ　

 

長
原
小
学
校
運
動
場
に 

隣
接
し
て
お
り
付
近
に 

長
原
児
童
館
も
あ
り 

駐
車
場
な
ど
に
利
用 

す
る
予
定
で
す
。

A

平
成
二
十
六
年
度
松
茂
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
二
号
）（
所
管
分
）

常
任
委
員
会

委
員
長
レ
ポ
ー
ト

第
三
回
定
例
会
に
お
け
る
委
員
長
報
告

は
次
の
と
お
り
で
す
。（
各
会
計
の
補

正
予
算
総
額
等
は
、
議
決
の
結
果
及
び

内
容
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）
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産
業
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長
　
一
森
　
敬
司

　
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
四
件
は
、
原
案
の

と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　
こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報
告
い

た
し
ま
す
。

　
歳
入
に
お
い
て
、
衛
生
使
用
料
で
四
十
六

万
円
の
増
額
補
正
は
、
豊
久
墓
地
の
返
還
要

望
が
二
区
画
あ
り
、
返
還
手
続
き
が
終
了
し

た
後
に
募
集
を
か
け
る
も
の
で
す
。
雑
入
で

二
百
四
十
九
万
四
千
円
の
増
額
補
正
は
、
公

共
下
水
道
及
び
農
業
集
落
排
水
特
別
会
計
の

平
成
二
十
五
年
度
決
算
に
よ
り
一
般
会
計
に

返
納
す
る
も
の
で
す
。

　
歳
出
に
お
い
て
、
清
掃
総
務
費
で
二
十
三

万
円
の
増
額
補
正
は
、
豊
久
墓
地
の
二
区
画

分
の
返
還
金
で
す
。
農
地
費
で
二
百
四
十
八

万
円
の
増
額
補
正
は
、
伊
沢
裏
排
水
機
場
の

修
繕
料
で
百
四
十
八
万
円
と
笹
木
野
山
ノ
手

地
区
樋
門
の
補
修
補
助
金
で
百
万
円
で
す
。

操
出
金
で
八
十
万
五
千
円
の
増
額
補
正
は
、

公
共
下
水
道
特
別
会
計
操
出
金
で
人
件
費
に

充
て
る
も
の
で
す
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

 

農
地
費
で
補
正
し
て
補
助
す
る
樋
門
に

つ
い
て
、
大
き
な
樋
門
で
あ
り
農
業
者
だ

け
で
な
く
付
近
の
方
の
排
水
に
も
利
用
し

て
い
る
と
思
う
が
、
町
は
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
。

Ａ　

 

河
川
管
理
者
の
許
可
を
得
て
町
が
設
置

し
て
い
る
も
の
で
、
こ
の
度
の
修
繕
は
樋

門
の
外
側
の
フ
ラ
ッ
プ
ゲ
ー
ト
で
、
過
去

に
も
地
元
で
修
繕
し
た
経
緯
が
あ
り
、
こ

の
度
の
補
正
も
地
元
か
ら
の
陳
情
に
よ
る

も
の
で
す
。

　
 

な
お
今
後
は
、
地
域
の
排
水
も
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
限
度
額
を

定
め
て
そ
れ
以
上
は
農
家
の
負
担
と
な
ら

な
い
よ
う
に
検
討
し
ま
す
。

　
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
三
百
十
二
万
三
千
円
を
追
加
し
、
補
正
後

の
予
算
の
総
額
を
千
四
百
七
十
万
三
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　
歳
入
に
お
い
て
、
繰
越
金
で
三
百
十
二
万

三
千
円
の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
五
年
度

の
当
会
計
の
決
算
に
よ
る
も
の
で
す
。
歳
出

に
お
い
て
、
長
原
渡
船
管
理
費
の
二
十
万
円

は
、
需
用
費
に
充
て
、
予
備
費
の
二
百
九
十

二
万
三
千
円
は
、
補
正
予
算
の
残
額
を
計
上

す
る
も
の
で
す
。

　
質
疑
は
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
四
十
一
万
三
千
円
を
追
加
し
、
補
正
後
の

予
算
の
総
額
を
一
億
四
百
八
十
五
万
五
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。

　
歳
入
に
お
い
て
、
繰
越
金
で
四
十
一
万
三

千
円
の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
五
年
度
の

当
会
計
の
決
算
に
よ
る
も
の
で
す
。

　
歳
出
に
お
い
て
、
返
還
金
で
四
十
一
万
三

千
円
の
増
額
補
正
は
、
歳
入
で
受
け
入
れ
た

前
年
度
繰
越
金
を
一
般
会
計
に
返
還
す
る
も

の
で
す
。

　

八
月
末
日
現
在
の
接
続
状
況
に
つ
い
て

は
、
長
岸
地
区
四
十
六
戸
、
九
十
三
．
九
％
、

中
喜
来
地
区
百
二
十
九
戸
、六
十
五
．
二
％
、

北
川
向
地
区
百
三
十
三
戸
、七
十
三
．
五
％
、

三
地
区
の
合
計
は
三
百
八
戸
で
接
続
率
は
約

七
十
二
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
主
な
質
疑
事
項

Ｑ　

 

歳
入
で
前
年
度
繰
越
金
を
増
額
補
正

し
て
、
一
般
会
計
繰
入
金
を
返
還
す
る
補

正
で
歳
出
の
節
は
「
償
還
金
利
子
及
び
割

引
料
」
と
な
る
の
か
、
ま
た
利
子
が
い
る

の
か
。

Ａ　

 

歳
入
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
決
算
に
基

づ
く
繰
越
金
を
補
正
し
て
、
歳
出
で
は
同

額
を
平
成
二
十
六
年
度
の
一
般
会
計
に
返

還
す
る
も
の
で
す
。
補
正
す
る
節
は
二
十

三
節
で
「
償
還
金
利
子
及
び
割
引
料
」
と

な
り
ま
す
が
利
子
は
い
り
ま
せ
ん
。

　
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
二
百
八
十
八
万
六
千
円
を
追
加
し
、
補
正

後
の
予
算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
五
億
九
千
五

十
三
万
三
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。
歳
入
に

お
い
て
、
一
般
会
計
繰
入
金
で
八
十
万
五
千

円
の
増
額
補
正
は
、
職
員
の
人
件
費
に
充
て

る
も
の
で
す
。
繰
越
金
で
二
百
八
万
一
千
円

の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
五
年
度
の
当
会

計
の
決
算
に
よ
る
も
の
で
す
。
歳
出
に
お
い

て
、
公
共
下
水
道
管
理
費
で
八
十
万
五
千
円

の
増
額
補
正
は
、
職
員
の
人
件
費
に
充
て
る

も
の
で
す
。
返
還
金
で
二
百
八
万
一
千
円
の

増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
五
年
度
決
算
に
伴

い
前
年
度
繰
越
金
を
一
般
会
計
に
返
還
す
る

も
の
で
す
。

　
八
月
末
日
の
接
続
状
況
に
つ
い
て
は
、
公

共
汚
水
ま
す
設
置
戸
数
千
六
十
七
戸
に
対
し

ま
し
て
、
接
続
完
了
戸
数
が
五
百
七
十
四
戸

と
な
っ
て
お
り
、
五
十
三
．
八
％
の
接
続
率

平
成
二
十
六
年
度
松
茂
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
二
号
）(

所
管
分
）

平
成
二
十
六
年
度
松
茂
町
長
原
渡
船

運
行
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

平
成
二
十
六
年
度
松
茂
町
農
業
集
落

排
水
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

平
成
二
十
六
年
度
松
茂
町
公
共
下
水

道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
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と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
質
疑
は
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。教

育
民
生
常
任
委
員
会

委
員
長
　
佐
藤
　
富
男

　
付
託
さ
れ
た
議
案
七
件
は
、
原
案
の
と
お

り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　
こ
の
審
議
の
中
で
の
主
な
も
の
を
報
告
い

た
し
ま
す
。

　
児
童
福
祉
法
の

法
改
正
に
基
づ
き

厚
生
労
働
省
令

で
定
め
ら
れ
た

基
準
を
踏
ま
え
て
、

放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
所
の
設
備
の
基
準

及
び
開
所
日
数
、
開
所
時
間
、
職
員
数
、
職

員
の
資
格
な
ど
運
営
の
基
準
を
新
た
に
条
例

で
定
め
る
も
の
で
す
。

　
質
疑
は
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　
児
童
福
祉
法
の
改
正
に
基
づ
き
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
ら
れ
た
基
準
を
踏
ま
え
て
家
庭

的
保
育
、小
規
模
保
育
、事
業
所
内
保
育
、居

宅
訪
問
型
保
育
の
各
事
業
所
設
備
の
基
準
及

び
職
員
数
、利
用
定
員
な
ど
運
営
に
関
す
る

基
準
を
新
た
に
条
例
で
定
め
る
も
の
で
す
。

　
質
疑
は
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　
子
ど
も
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
き
内
閣
府

令
で
定
め
ら
れ
た
基
準
を
踏
ま
え
て
利
用
開

始
に
伴
う
基
準
、教
育
保
育
の
提
供
に
伴
う
基

準
な
ど
を
新
た
に
条
例
で
定
め
る
も
の
で
す
。

　
質
疑
は
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　
民
生
所
管
分
の
歳
入
に
お
い
て
、
国
庫
補

助
金
の
児
童
福
祉
費
補
助
金
で
七
百
三
十
万

七
千
円
の
増
額
補
正
と
県
補
助
金
の
児
童
福

祉
費
補
助
金
で
、
七
百
三
十
万
七
千
円
の
減

額
補
正
は
、
国
庫
補
助
制
度
の
変
更
に
よ
る

も
の
で
す
。
雑
入
で
三
百
十
六
万
円
の
増
額

補
正
は
、
介
護
保
険
特
別
会
計
繰
越
金
返
納

金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
繰
越
金

返
納
金
で
、
平
成
二
十
五
年
度
の
精
算
に
よ

る
返
納
金
で
す
。

　
歳
出
に
お
い
て
、
学
習
等
供
用
施
設
管
理

費
で
三
百
六
十
九
万
八
千
円
の
増
額
補
正

は
、
台
風
十
一
号
の
影
響
で
破
損
し
た
北
部

学
習
セ
ン
タ
ー
の
屋
根
の
補
修
等
で
す
。
母

子
保
健
費
の
二
十
一
万
七
千
円
の
増
額
補
正

は
、
平
成
二
十
五
年
度
の
精
算
に
よ
る
超
過

交
付
分
を
国
に
返
還
す
る
も
の
で
す
。
繰
出

金
で
四
十
六
万
一
千
円
は
、
介
護
保
険
特
別

会
計
へ
の
繰
出
金
で
、
介
護
保
険
特
別
会
計

の
一
般
管
理
費
の
人
件
費
及
び
介
護
保
険
シ

ス
テ
ム
回
線
の
高
速
化
を
お
こ
な
う
も
の
で

す
。

　

教
育
委
員
会
所
管
分
は
、
歳
入
は
な
く
、

歳
出
に
お
い
て
保
健
体
育
総
務
費
で
七
万
四

千
円
の
増
額
補
正
は
、
全
国
大
会
等
参
加
補

助
金
で
、
本
町
の
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
の
二
団

体
が
四
国
大
会
及
び
全
国
大
会
に
出
場
し
予

算
に
不
足
が
生
じ
た
た
め
で
す
。

　
質
疑
は
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
七
百
八
十
六
万
六
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
十
六
億
四
千
百
五
万
九
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　
歳
入
に
お
い
て
、
国
庫
支
出
金
の
特
別
調

整
交
付
金
で
三
十
二
万
八
千
円
の
減
額
補
正

は
、
六
月
補
正
に
よ
り
実
施
し
た
シ
ス
テ
ム

改
修
額
の
確
定
に
よ
る
も
の
で
す
。
特
定
健

康
診
査
等
負
担
金
で
三
万
円
の
増
額
補
正

は
、
平
成
二
十
五
年
度
の
精
算
に
よ
る
県
負

担
金
の
追
加
交
付
で
す
。
療
養
給
付
費
交
付

金
で
千
百
三
十
一
万
円
の
増
額
補
正
は
、
歳

出
で
退
職
者
等
分
医
療
費
が
増
加
見
込
に
よ

る
も
の
で
す
。
繰
越
金
で
千
六
百
八
十
五
万

四
千
円
の
増
額
補
正
は
、
今
回
の
補
正
の
財

源
に
充
当
す
る
も
の
で
す
。

　
歳
出
に
お
い
て
、
一
般
管
理
費
で
百
三
十

一
万
四
千
円
の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
七

年
一
月
診
療
分
か
ら
七
十
歳
未
満
の
方
の
高

額
療
養
費
制
度
の
改
正
を
受
け
国
保
シ
ス
テ

ム
を
改
修
す
る
も
の
で
す
。
退
職
者
等
療
養

給
付
費
で
九
百
九
十
三
万
五
千
円
の
増
額
補

正
、
退
職
者
等
療
養
費
で
十
八
万
一
千
円
の

増
額
補
正
、
退
職
者
等
高
額
療
養
費
で
六
百

十
九
万
四
千
円
の
増
額
補
正
は
、
給
付
見
込

み
に
よ
る
も
の
で
す
。
後
期
高
齢
者
支
援
金

で
七
万
二
千
円
の
増
額
補
正
、
前
期
高
齢
者

納
付
金
一
万
一
千
円
の
増
額
補
正
は
、
平
成

二
十
四
年
度
の
精
算
及
び
平
成
二
十
六
年
度

松
茂
町
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例

松
茂
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

平
成
二
十
六
年
度
松
茂
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
二
号
）（
所
管
分
）

平
成
二
十
六
年
度
松
茂
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
二
号
）

松
茂
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
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の
概
算
見
込
み
に
よ
る
も
の
で
す
。
償
還
金

で
千
十
五
万
九
千
円
の
増
額
補
正
は
、
平
成

二
十
五
年
度
の
精
算
に
よ
る
超
過
交
付
分
の

返
還
金
で
す
。

　
質
疑
は
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
六
百
五
十
九
万
三
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
十
億
千
六
百
六
十
六
万
八
千
円
と
す

る
も
の
で
す
。

　
歳
入
に
お
い
て
、
介
護
給
付
費
交
付
金
で

百
二
十
二
万
五
千
円
の
増
額
補
正
は
、
平
成

二
十
五
年
度
の
精
算
に
よ
る
も
の
で
す
。
一

般
会
計
繰
入
金
で
四
十
六
万
一
千
円
の
増
額

補
正
は
、
歳
出
の
一
般
管
理
費
の
財
源
に
充

て
る
も
の
で
す
。
繰
越
金
で
四
百
九
十
万
七

千
円
の
増
額
補
正
は
、
今
回
の
補
正
の
財
源

に
充
当
す
る
も
の
で
す
。

　
歳
出
に
お
い
て
、
一
般
管
理
費
で
四
十
六

万
一
千
円
の
増
額
は
、
四
月
の
人
事
異
動
に

伴
う
職
員
手
当
等
の
増
額
と
需
用
費
の
修
繕

料
で
、
介
護
保
険
シ
ス
テ
ム
回
線
の
高
速
化

を
お
こ
な
う
も
の
で
す
。
償
還
金
で
六
百
十

三
万
二
千
円
の
増
額
補
正
は
、
平
成
二
十
五

年
度
の
精
算
に
よ
る
超
過
交
付
分
の
返
還
金

で
す
。

　
質
疑
は
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
百
四
十
七
万
九
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
一
億
五
千
七
百
三
十
六
万
七
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

　
歳
入
に
お
い
て
、
平
成
二
十
五
年
度
の
当

会
計
の
決
算
に
よ
り
、
繰
越
金
が
確
定
し
た

こ
と
に
よ
り
、
一
般
会
計
へ
返
還
を
行
う
た

め
、
前
年
度
繰
越
金
で
百
四
十
七
万
九
千
円

を
増
額
補
正
し
、
歳
出
に
お
い
て
一
般
会
計

繰
入
金
返
還
金
で
同
額
を
返
還
す
る
た
め
増

額
補
正
す
る
も
の
で
す
。

　
質
疑
は
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
か
ら
「
教
育
に

関
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
の
点

検
及
び
評
価
報
告
書
」
を
、
議
会
に
提
出
し

た
と
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。　

　
そ
の
他
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
質
疑
が
あ

り
ま
し
た
。

Ｑ　

 

全
国
学
力
テ
ス
ト
に
つ
い
て
、
松
茂
町

は
こ
の
度
の
テ
ス
ト
の
状
況
や
今
の
考
え

に
つ
い
て
教
え
て
頂
き
た
い
。

Ａ　

 

公
表
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
文
部
科
学

省
の
例
に
あ
る
と
お
り
公
表
は
し
な
い
と

い
う
方
針
で
す
。

　
　

 

成
績
に
つ
き
ま
し
て
は
、
年
度
に
よ
っ

て
構
成
し
て
い
る
児
童
生
徒
に
よ
り
違
い

ま
す
が
、
国
語
に
お
い
て
は
、
複
数
の
情

報
を
関
連
づ
け
て
読
む
こ
と
や
自
分
の
考

え
を
記
述
す
る
こ
と
に
、
算
数
・
数
学
に

お
い
て
は
、
筋
道
を
立
て
て
説
明
す
る
こ

と
や
示
さ
れ
た
情
報
を
解
釈
し
、
問
題
の

解
決
の
方
法
や
判
断
す
る
こ
と
に
課
題
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
今
後
は
、

生
活
や
学
習
状
況
等
も
改
善
を
図
り
、
各

学
校
の
実
態
を
踏
ま
え
指
導
し
て
行
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
五
年
度 

各
会
計
の
決
算
を
認
定

　
決
算
審
査
は
、
議
会
が
決
定
し
た
予
算
が

適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査

す
る
と
と
も
に
、
住
民
に
代
わ
っ
て
行
政
効

果
を
検
証
す
る
も
の
で
す
。

　
町
長
か
ら
監
査
委
員
の
意
見
を
付
け
て
提

出
さ
れ
た
八
会
計
の
決
算
認
定
は
、
第
三
回

定
例
会
に
お
い
て
す
べ
て
が
認
定
さ
れ
ま
し

た
。

　
平
成
二
十
五
年
度
一
般
会
計
お
よ
び
特
別

会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
書
に
つ
い
て
、
関
係

諸
帳
簿
、
証
拠
書
類
等
と
照
合
し
た
結
果
、

収
支
計
数
は
正
確
で
あ
り
、
予
算
の
執
行
に

つ
い
て
も
適
正
な
も
の
と
認
め
ま
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
一
層

の
努
力
を
望
み
ま
す
。

（
１
）
一
般
会
計
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
歳

入
に
お
い
て
前
年
度
よ
り
約
七
千
九
百

万
円
、
一
．
四
ポ
イ
ン
ト
増
、
歳
出
は

約
一
億
四
千
四
百
万
円
、
二
．
七
ポ
イ

ン
ト
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。
各
年
度
に

お
い
て
、
国
庫
補
助
事
業
等
に
よ
り
増

減
は
あ
り
ま
す
が
、
平
成
二
十
五
年
度

に
お
い
て
は
、
歳
出
の
増
加
が
歳
入
の

増
加
を
一
．
三
ポ
イ
ン
ト
上
回
っ
て
お

り
ま
す
。
実
質
収
支
額
は
六
千
百
八
十

四
万
五
千
三
百
九
十
八
円(

前
年
度
五
千

四
百
六
十
一
万
五
千
二
百
七
十
五
円)

の

対
前
年
比
増
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
厳

し
い
財
政
事
情
の
中
、
今
後
と
も
適
正

平
成
二
十
六
年
度
松
茂
町
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

平
成
二
十
六
年
度
松
茂
町
後
期
高
齢
者 

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
一
号
）

決
算
審
査
の
結
果

決
算
審
査
で
付
さ
れ
た
意
見 監

査
委
員

  

・
日
根
啓
一

  

・
一
森
康
雄

決
算
審
査
の
結
果
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で
効
率
的
な
歳
入
の
確
保
に
努
め
、
限

ら
れ
た
経
費
で
大
き
な
効
果
が
上
げ
ら

れ
る
よ
う
積
極
的
に
各
種
事
業
を
展
開

し
て
く
だ
さ
い
。

	

　

町
税
に
つ
い
て
は
、
約
二
千
四
百
万

円
の
減
収
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
徴

収
率
は
、
九
十
八
．
二
八
％(

前
年
度
九

十
八
．
〇
二
％
）と
、
県
下
で
は
最
高
位

の
高
い
徴
収
率
が
維
持
で
き
て
い
ま
す
。

経
済
情
勢
が
厳
し
い
中
、
徴
収
が
難
し

い
状
況
で
あ
り
ま
す
が
、
現
年
分
、
滞

納
繰
越
分
と
も
に
差
押
え
等
の
滞
納
処

分
も
含
め
徴
収
向
上
対
策
が
認
め
ら
れ

ま
す
。
公
平
性
と
歳
入
確
保
の
た
め
に

な
お
一
層
の
努
力
を
期
待
し
ま
す
。

	

　

保
育
料
、
町
営
住
宅
使
用
料
、
幼
稚

園
使
用
料
、
給
食
費
等
に
つ
い
て
、
過

年
度
滞
納
が
見
ら
れ
ま
す
。
公
平
性
と

歳
入
確
保
の
た
め
、
引
き
続
き
徴
収
努

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

	

　
財
政
の
硬
直
化
を
示
す
経
常
収
支
比
率	

は
七
十
六
．
九
％
と
前
年
度
よ
り
〇
．
七	

ポ
イ
ン
ト
悪
化
し
て
い
ま
す
が
、
平
成

二
十
二
年
度
以
降
八
十
％
を
下
回
っ
て

お
り
、
良
好
な
傾
向
で
あ
り
ま
す
。

	

　

し
か
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
厳
し

い
財
政
運
営
に
な
る
の
で
、
経
常
支
出

を
抑
制
し
、
経
常
収
支
比
率
七
十
五
％

を
目
指
し
て
、
引
き
続
き
財
政
の
健
全

化
に
一
層
努
力
し
て
く
だ
さ
い
。

（
２
）
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
保
険
税

の
収
納
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
に

比
べ
〇
．
七
ポ
イ
ン
ト
増
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
収
入
未
済
額
は
滞
納
繰
越
分

が
滞
留
し
て
い
る
た
め
増
加
し
て
い
ま

す
。
税
務
課
と
も
連
携
・
協
調
を
図
り

厳
正
・
的
確
な
滞
納
整
理
に
一
層
の
努

力
が
望
ま
れ
ま
す
。

	

　

本
会
計
の
安
定
運
営
に
は
、
保
険
税

収
入
の
確
保
が
最
重
要
で
あ
り
、
負
担

の
公
平
性
の
観
点
か
ら
も
、
滞
納
の
発

生
防
止
に
一
層
の
努
力
を
期
待
し
ま
す
。

	

　

ま
た
、
増
え
続
け
る
医
療
費
の
抑
制

を
図
る
た
め
、
健
康
増
進
事
業
の
推
進

等
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

（
３
）	

介
護
保
険
特
別
会
計
の
状
況
に
つ
い

て
は
、
介
護
保
険
料
の
徴
収
率
が
九
十

八
．
五
九
％（
前
年
度
九
十
八
．
七
六
％
）

と
少
し
下
が
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き

徴
収
率
向
上
に
努
力
し
て
く
だ
さ
い
。

今
後
も
財
源
を
確
保
し
、
制
度
の
円
滑

な
運
営
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

（
４
）
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
の
状
況

に
つ
い
て
は
、
高
齢
化
社
会
が
ま
す
ま

す
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
社
会
状
況

で
あ
る
の
で
、
高
齢
者
の
健
康
維
持
に

努
め
、
医
療
費
の
抑
制
を
望
み
ま
す
。

（
５
）
長
原
渡
船
運
行
特
別
会
計
の
状
況
に

つ
い
て
は
、
良
好
な
運
営
が
で
き
て
お

り
申
し
上
げ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
６
）
農
業
集
落
排
水
と
公
共
下
水
道
特
別

会
計
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
わ
た
り
公

債
費
の
償
還
が
続
き
、
一
般
会
計
か
ら

の
繰
出
金
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
本
町
の
財
政
環
境
に
非
常
に
大

き
な
ウ
ェ
ー
ト
を
占
め
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
加
入
促
進
に
努
め
、
長
期
的
な

継
続
事
業
と
し
て
、
効
果
の
高
い
計
画

認定第 1 号から第 8 号までの各会計歳入歳出決算認定　　  （単位：円）
歳入総額 歳出総額 差し引き	

繰越額
翌年度へ	
繰り越すべき	
財源

実質収支額

認定第１号
一 般 会 計

平成 24 年度 5,571,435,883	 5,425,513,400	 145,922,483	 91,307,208	 54,615,275	

平成 25 年度 5,650,715,370	 5,569,942,972	 80,772,398	 18,927,000	 61,845,398	

認定第 2号
国民健康保険	
特 別 会 計

平成 24 年度 1,683,889,037	 1,540,668,621	 143,220,416	 143,220,416	

平成 25 年度 1,619,037,315	 1,527,727,182	 91,310,133	 91,310,133	

認定第 3号
介 護 保 険	
特 別 会 計

平成 24 年度 970,136,542	 929,418,870	 40,717,672	 40,717,672	

平成 25 年度 975,773,944	 954,508,607	 21,265,337	 21,265,337	

認定第 4号
後期高齢者医療	
特 別 会 計

平成 24 年度 143,542,127	 141,007,959	 2,534,168	 2,534,168	

平成 25 年度 148,498,708	 147,019,321	 1,479,387	 1,479,387	

認定第 5号
長原渡船運行	
特 別 会 計

平成 24 年度 14,445,134	 11,245,581	 3,199,553	 3,199,553	

平成 25 年度 14,458,482	 11,334,158	 3,124,324	 3,124,324	

認定第 6号
農業集落排水	
特 別 会 計

平成 24 年度 99,933,632	 99,162,479	 771,153	 771,153	

平成 25 年度 104,272,687	 103,858,816	 413,871	 413,871	

認定第 7号
公 共 下 水 道	
特 別 会 計

平成 24 年度 480,336,681	 475,431,236	 4,905,445	 1,069,000	 3,836,445	

平成 25 年度 498,924,204	 494,511,571	 4,412,633	 2,331,000	 2,081,633	

認定第 8号
水道特別会計	
（収益的収入及び支出）

平成 24 年度 309,349,794	 251,391,884	 57,957,910	 57,957,910	

平成 25 年度 305,108,615	 253,719,365	 51,389,250	 51,389,250	
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去
る
十
月
十
九
日
、
松
茂
町
民
グ
ラ

ウ
ン
ド
で
「
第
四
十
九
回
松
茂
町
民
運

動
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
は
台
風
の
影
響
で
、
当
初
の
予
定

か
ら
一
週
間
延
期
し
て
の
開
催
と
な
り
、

参
加
状
況
に
つ
い
て
心
配
し
て
い
ま
し

た
が
、
当
日
は
快
晴
に
恵
ま
れ
、
多
く

の
方
が
参
加
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

表
紙
の
写
真
は
、
子
供
会
パ
レ
ー
ド
の

様
子
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
会
が
趣

向
を
凝
ら
し
、
こ
の
日
の
た
め
に
一
生
懸

命
作
っ
た
御
神
輿
な
ど
を
担
い
で
歩
き

ま
し
た
。

ま
た
、
地
区
対
抗
の
競
技
で
は
、
家
族

や
知
り
合
い
の
奮
闘
ぶ
り
に
場
内
の
あ

ち
こ
ち
か
ら
歓
声
が
上
が
り
、
ま
さ
に

地
域
町
民
が
一
体
と
な
っ
た
運
動
会
で 

し
た
。

町
民
運
動
会
は
、
次
回
で
開
催
第
五
十

回
と
節
目
を
迎
え
ま
す
。
皆
さ
ん
が
一

年
間
健
康
で
過
ご
さ
れ
、
ぜ
ひ
来
年
度

も
元
気
に
参
加
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

町
議
会
と
し
て
、
町
民
の
皆
さ
ん
が
健

康
で
安
心
し
て
過
ご
せ
る
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

編  

集  

後  

記

◆  

議
会
広
報
特
別
委
員
会

	

委
員
長	

池
添　
英
明	

	

副
委
員
長	

森
谷	

靖	
	

委　
　
員	

春
藤　
康
雄	

	

委　
　
員	

一
森　
敬
司	

	

委　
　
員	

立
井　
武
雄

的
な
事
業
の
遂
行
を
望
み
ま
す
。

（
７
）
水
道
特
別
会
計
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
配
水
管
及
び
石
綿
管
の
布
設
替

え
を
実
施
し
、
安
全
な
水
が
安
定
的
に
供

給
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。

	

　
経
理
面
か
ら
は
、供
給
単
価
が
百
十
六
円

八
十
一
銭
、給
水
原
価
が
百
三
円
五
十
五
銭

で
あ
り
、企
業
会
計
と
し
て
は
健
全
な
経
営

が
で
き
て
お
り
、水
道
料
金
の
収
納
率
も
良

好
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
財
政
状
況
の
基
準
を
示
す
数
値
で
、
そ
れ

ぞ
れ
に
良
好
な
数
値
が
維
持
さ
れ
て
お
り
、

財
政
が
き
わ
め
て
健
全
な
自
治
体
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
ま
す
。

 

全
員
協
議
会
報
告

　
九
月
五
日
、全
員
協
議
会
を
開
催
し
、町
づ

く
り
に
関
わ
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
協
議
い

た
し
ま
し
た
の
で
主
な
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

【
協
議
内
容
】

消
防
救
急
無
線
の
デ
ジ
タ
ル
化
事
業

に
つ
い
て

　
現
在
、
消
防
が
運
用
し
て
い
る
消
防
救
急

無
線
が
ア
ナ
ロ
グ
方
式
の
た
め
、
電
波
法
改

正
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日
ま

で
に
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
無
線
に
移
行
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
デ
ジ
タ
ル

無
線
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
総
務
省
の
補
助

を
受
け
平
成
二
十
七
年
度
単
年
事
業
と
し
て

計
画
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
総
務
省
よ
り
本

年
七
月
末
に
補
助
事
業
の
二
次
募
集
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
構
成
町
と
協
議
し
た
う
え
申

請
を
行
っ
て
お
り
採
択
さ
れ
た
場
合
は
、
本

年
度
事
業
を
実
施
し
ま
す
と
板
野
東
部
消
防

組
合
か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
関
連
事
業
と
し
て
高
機
能
消
防
指

令
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
と
署
活
動
用
防
災
無

線
機
整
備
事
業
に
つ
い
て
事
業
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

　
（
平
成
二
十
六
年
九
月
十
八
日
総
務
省
よ

り
補
助
事
業
と
し
て
採
択
が
あ
り
、
現
在
、

事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。）

松
茂
町
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
行
動
計
画
に
つ
い
て

　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
は
、
町
民
の
生

命
や
健
康
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
で
あ
る
と

と
も
に
、
町
民
生
活
・
町
民
経
済
に
多
大
な

影
響
を
も
た
ら
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
本
町

は
平
成
二
十
五
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
に
基

づ
き
、
対
策
の
充
実
・
強
化
を
図
る
た
め
国

及
び
県
の
行
動
計
画
に
準
じ
た
行
動
計
画
を

策
定
し
ま
し
た
と
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

松
茂
町
橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
計
画

に
つ
い
て

　

松
茂
町
が
管
理
し
て
い
る
橋
は
、
現
時
点

で
二
百
四
十
橋
あ
り
、
こ
の
う
ち
災
害
時
の

避
難
路
に
あ
る
橋
な
ど
の
重
要
な
五
十
七
橋

は
、
高
度
成
長
期
以
降
に
造
ら
れ
て
お
り
老

朽
化
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
将
来
、
こ
れ
ら
の

老
朽
化
の
恐
れ
の
あ
る
橋
が

同
時
期
に
大
規
模
な

修
繕
や
架
替
え
時

期
を
迎
え
れ
ば
、

膨
大
な
費
用
が

必
要
に
な
っ
た

り
、
通
行
止
め

の
橋
が
発
生
し
た

り
す
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、

将
来
的
な
財
政
負
担
の

低
減
や
道
路
交
通
の
安
全
性
の

確
保
の
た
め
に
、
橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
計
画

を
策
定
し
定
期
的
補
修
を
繰
り
返
す
こ
と
に

よ
り
橋
梁
の
安
全
性
の
向
上
を
図
ろ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率

の
報
告
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